
平
成
17
年
分
所
得
の
申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す

8

2
月
１６
日（
木
）〜
3
月
１５
日（
水
）
 

  
所
得
金
額
の
多
少
に
関
わ
ら
ず
、
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
所
得
・
課
税
証
明
書
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
所
得
の
な
い
人
に
つ
い
て
も
、
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
制
度
が
受
け
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
福

祉
医
療
・
教
育
・
住
宅
等
の
各
種
申
請
の
と
き
に
支
障
を
き
た
し
ま
す
の
で
、
必
ず
適
正
な
申
告
を
す
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

確
定
申
告
が
必
要
な
人
 

　
一
般
の
人
の
場
合
 

　

①
農
業
・
商
業
・
工
業
・
漁
業
な
ど
、
事

　
　

業
を
営
ん
で
い
る
人
 

　

②
公
的
年
金
、
地
代
や
家
賃
の
収
入
、
不

　
　

動
産
や
株
式
売
却
な
ど
の
所
得
が
あ
る

　
　

人
 

　

③
生
命
保
険
や
損
害
保
険
の
満
期
・
解
約

　
　

等
で
一
時
金
を
受
け
取
っ
た
人
 

　
給
与
所
得
者
の
場
合
 

　
　

給
与
所
得
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
年
末
調

　
整
で
所
得
税
の
清
算
を
し
て
い
る
の
で
、

　
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

　
　

た
だ
し
、
次
の
人
は
確
定
申
告
を
し
て

　

く
だ
さ
い
。
 

　

①
給
与
所
得
お
よ
び
退
職
所
得
以
外
の
収

　
　

入
が
あ
る
人
 

　

②
2
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る

　
　

人
 

  確
定
申
告
に
よ
り
税
の
還
付
を
受
け
ら
れ
る
人
 

　
　

次
の
項
目
に
該
当
す
る
人
は
、
確
定
申

　

告
を
す
れ
ば
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が

　

還
付
さ
れ
ま
す
。
 

　

①
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
（
退
職
者
で
年

　
　

末
調
整
を
し
て
い
な
い
人
、
配
当
所
得

　
　

の
あ
る
人
）
や
、
予
定
納
税
で
所
得
税

　
　

を
納
め
過
ぎ
の
人
 

　

②
給
与
所
得
者
等
で
雑
損
控
除
、
医
療
費

　
　

控
除
、
寄
付
金
控
除
等
の
所
得
控
除
を

　
　

受
け
る
人
 

　

③
初
め
て
住
宅
借
入
金
（
取
得
）
特
別
控

　
　

除
の
適
用
を
受
け
る
人
 

　

※
給
与
・
公
的
年
金
所
得
者
で
確
定
申
告

　
　

を
す
る
人
は
、『
源
泉
徴
収
票
』
が
必
要

　
　

に
な
り
ま
す
。
各
種
の
保
険
料
払
込
証

　
　

明
書
や
領
収
書
と
合
わ
せ
て
、
申
告
相

　
　

談
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
お
き
ま
し
ょ

　
　

う
。
 

 申
告
相
談
に
持
っ
て
く
る
も
の
 

　

所
得
金
額
が
わ
か
る
も
の
 

　

①
給
与
・
退
職
所
得
や
公
的
年
金
等
の
源

　
　

泉
徴
収
票
、
報
酬
等
の
支
払
調
書
（
原

　
　

本
）
。
 

　

②
収
支
内
訳
書
 

　
　

事
業
所
得
（
営
業
等
、
農
業
、
不
動
産
）

　
　

の
あ
る
人
は
、
収
支
内
訳
書
が
必
要
で

　
　

す
。
農
業
所
得
の
申
告
方
法
は
収
支
計

　
　

算
で
の
み
受
け
付
け
る
よ
う
に
な
り
ま

　
　

し
た
。
既
に
帳
簿
な
ど
で
収
支
計
算
し

　
　

た
人
は
、
市
役
所
税
務
課
お
よ
び
各
支

　
　

所
総
務
課
に
「
収
支
内
訳
書
」
を
置
い

　
　

て
あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
相
談
ま
で
に

　
　

記
入
を
済
ま
せ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

③
不
動
産
の
使
用
料
等
の
支
払
調
書
、
配

　
　

当
証
明
書
、
公
的
年
金
以
外
の
年
金
の

　
　

支
払
調
書
、
保
険
満
期
・
解
約
等
の
一

　
　

時
金
の
支
払
調
書
、
不
動
産
の
譲
り
受

　
　

け
の
対
価
の
支
払
調
書
な
ど
、
そ
れ
ぞ

　
　

れ
の
所
得
に
対
応
し
た
額
の
証
明
も
添

　
　

付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

　

所
得
控
除
金
額
の
わ
か
る
も
の
 

　

①
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料
、
個
人
年

　
　

金
保
険
料
証
明
書
、
国
民
年
金
控
除
証

　
　

明
書
 

　

②
医
療
費
の
領
収
書
 

　

③
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
関
係
書
類
 

　

※
医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金
控
除
を
申

　
　

請
す
る
人
は
、
市
役
所
税
務
課
お
よ
び

　
　

各
支
所
総
務
課
に
「
控
除
の
内
訳
書
・

　
　

計
算
明
細
書
」
を
置
い
て
あ
り
ま
す
の

　
　

で
、
申
告
を
受
け
る
ま
で
に
記
入
し
て

　
　

関
係
書
類
を
そ
ろ
え
て
お
い
て
く
だ
さ

　
　

い
。
 

　

申
告
を
す
る
う
え
で
必
要
な
も
の
 

　

①
印
鑑
 

　

②
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
人
・
納
め
る

　
　

人
は
、
必
ず
本
人
の
振
替
先
金
融
機
関

　
　

の
口
座
が
分
か
る
も
の
を
持
参
し
て
く

　
　

だ
さ
い
。
ま
た
、
納
め
る
人
に
つ
い
て

　
　

は
、
通
帳
の
届
出
印
鑑
も
忘
れ
ず
に
持

　
　

参
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　

※
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
原

　
　

則
と
し
て
申
告
に
来
ら
れ
た
方
の
み
の

　
　

相
談
と
な
り
ま
す
が
、
ご
家
族
の
代
理

　
　

申
告
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
人
の
申
告

　
　

に
必
要
な
資
料
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

　
　

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
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農
家
の
皆
さ
ん
へ
 

　

農
業
所
得
に
つ
い
て
、
各
自
で
通
帳
や
帳

簿
、
出
荷
先
（
農
協
・
市
場
等
）
で
調
べ
た

農
産
物
ご
と
の
収
入
金
額
、
各
科
目
ご
と
の

経
費
金
額
に
よ
り
「
収
支
計
算
書
」
を
作
成

し
、
申
告
相
談
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
昨

年
中
に
購
入
し
た
農
業
用
機
械
の
領
収
書
等

も
合
わ
せ
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
農
業
用
機
械
の
経
費（
減
価
償
却
費
）の
計

　

算
が
複
雑
な
た
め
、
収
支
内
訳
書
を
完
成

　

さ
せ
る
の
が
困
難
な
人
は
、
分
か
る
範
囲

　

ま
で
記
入
し
て
申
告
時
に
諸
帳
簿
を
持
参

　

し
て
く
だ
さ
い
。
 

 申
告
相
談
会
場
に
つ
い
て
 

　

三
豊
市
発
足
に
と
も
な
い
、
下
の
　
　
　

の
7
か
所
が
申
告
相
談
会
場
に
な
り
ま
す
。

住
所
が
あ
る
町
の
申
告
相
談
会
場
で
、
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　

な
お
、
申
告
日
程
な
ど
に
つ
い
て
は
、
2

月
号
の
広
報
に
同
封
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

 税
法
改
正
に
よ
る
変
更
点
に
つ
い
て
 

　

平
成
１７
年
度
税
法
改
正
に
よ
り
、
次
の
こ

と
が
主
な
改
正
点
に
な
り
ま
す
。
 

老
年
者
（
６５
歳
以
上
の
人
）
に
対
す
る
控
除

　

お
よ
び
市
県
民
税
非
課
税
制
度
に
つ
い
て
 

①
老
年
者
控
除
の
廃
止
に
つ
い
て
 

　
　

こ
れ
ま
で
、
６５
歳
以
上
で
所
得
が
1，
 

　

0
0
0
万
円
未
満
の
人
に
つ
い
て
は
、
老

　

年
者
控
除
と
し
て
、
所
得
税
５０
万
円
、
市

　
　

県
民
税
４８
万
円
の
所
得
控
除
が
あ
り
ま

　
　

し
た
が
、
１７
年
分
の
所
得
申
告
よ
り
全

　
　

額
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
 

②
６５
歳
以
上
の
人
に
適
用
さ
れ
る
 

　
　
　
　

市
県
民
税
非
課
税
制
度
に
つ
い
て
 

　
　
　

こ
れ
ま
で
６５
歳
以
上
の
人
で
、
前
年

　
　

中
の
所
得
が
１２５
万
円
以
下
の
人
に
つ
い

　
　

て
は
、
市
県
民
税
が
非
課
税
と
な
っ
て

　
　

い
ま
し
た
が
、
平
成
１８
年
度
課
税
の
市

　
　

県
民
税
よ
り
、
１２５ 
万
円
以
下
の
人
に
つ

　
　

い
て
も
所
得
額
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
る

　
　

よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

　
　
　

た
だ
し
、
こ
の
改
正
に
は
3
年
間
の

　
　

経
過
措
置
が
あ
り
、
平
成
１７
年
１
月
１

　
　

日
ま
で
に
６５
歳
以
上
で
あ
り
、
か
つ
所

　
　

得
が
１２５
万
円
以
下
の
人
に
限
り
、
平
成

　
　

１８
年
度
の
市
県
民
税
所
得
割
額
の
内
3

　
　

分
の
2
を
控
除
、
平
成
１９
年
度
の
市
県

　
　

民
税
所
得
割
の
3
分
の
1
を
控
除
さ
れ
、

　
　

平
成
２０
年
度
の
市
県
民
税
所
得
割
で
こ

　
　

の
経
過
措
置
に
よ
る
控
除
が
な
く
な
り

　
　

ま
す
。
 

　

公
的
年
金
等
控
除
額
に
つ
い
て
 

　
　

通
常
の
所
得
の
計
算
は
、
収
入
か
ら
必

　

要
経
費
を
差
し
引
く
こ
と
で
算
出
さ
れ
ま

　

す
が
、
公
的
年
金
の
よ
う
に
必
要
経
費
が

　

明
確
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
計
算
に

　

よ
り
必
要
経
費
を
算
出
す
る
よ
う
に
な
り

　

ま
す
。
 

　
　

こ
の
計
算
に
よ
り
算
出
し
た
公
的
年
金

　

の
必
要
経
費
を
、
公
的
年
金
等
控
除
と
い

　

い
ま
す
。
 

　
　

公
的
年
金
等
控
除
は
、
６５
歳
未
満
で
最

　

低
で
も
７０
万
円
、
６５
歳
以
上
で
最
低
で
も

　

１４０
万
円
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の

　

税
制
改
正
で
、
６５
歳
以
上
の
人
の
公
的
年

　

金
等
控
除
の
最
低
額
が
１４０
万
円
か
ら
１２０
万

　

円
に
減
額
さ
れ
ま
し
た
。
 

　

市
県
民
税
均
等
割
に
つ
い
て
 

　
　

１８
年
度
の
市
県
民
税
で
は
、
同
一
区
域

　

内
に
生
活
す
る
妻
に
も
、
均
等
割
と
し
て

　

4
千
円
が
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

　

市
県
民
税（
個
人
住
民
税
）の
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
率
減
税
に
つ
い
て
 

　
　

平
成
１８
年
度
の
市
県
民
税
よ
り
、
そ
の

　

算
出
に
用
い
ら
れ
る
定
率
減
税
が
2
分
の

　

1
に
縮
減
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
　

こ
れ
ま
で
、
市
県
民
税
は
所
得
か
ら
所

　

得
控
除
を
差
し
引
い
た
課
税
標
準
額
と
法

　

定
の
税
率
に
て
所
得
割
額
を
算
出
し
、
算

　

出
さ
れ
た
所
得
割
額
か
ら
定
率
で
１５
％
（
上

　

限
4
万
円
）
相
当
額
が
減
税
さ
れ
て
い
ま

　

し
た
。
し
か
し
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、

　

こ
の
定
率
減
税
が
１５
％
か
ら
７.５
％
（
上
限

　

4
万
円
か
ら
2
万
円
）
へ
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
　

な
お
、
こ
れ
に
関
連
す
る
改
正
が
所
得

　

税
に
お
い
て
も
な
さ
れ
ま
す
が
、
対
象
と

　

な
る
所
得
は
、
１８
年
1
月
以
降
の
所
得
と

　

な
り
ま
す
の
で
、
所
得
税
に
つ
い
て
今
回

　

の
申
告
で
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
定
率

　

減
税
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
 

 

表
１
 

表
１
 

会　場 住所がある町 

高　瀬　町 

山　本　町 

豊　中　町 

仁　尾　町 

財　田　町 

三　野　町 

詫　間　町 

高瀬支所 3階大会議室 

山本支所 2階小会議室 

市役所 第3庁舎 
（旧豊中町福祉会館内母子健康センター） 

仁尾支所 2階会議室 

財田町公民館 中会議室 

三野町社会福祉センター 1階会議室 

詫間福祉センター 第1会議室 

☎ 7 3 － 3 0 0 0

☎ 6 3 － 1 0 0 0

☎ 6 2 － 1 0 0 0

☎ 8 2 － 5 1 0 0

☎ 6 7 － 0 1 0 0

☎ 7 3 － 3 1 1 1

☎ 8 3 － 3 1 1 1

問い合わせ 
（各支所総務課税務係） （受付時間：午前9時～午後4時） 

※市役所税務課 ☎62－1114・観
　音寺税務署 ☎25－2193でも、
　申告についてのお問い合わせを
　受け付けています。 
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平成17年分所得の申告相談が始まります 




